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平成29年度「能力開発基本調査」で「人材育成に関して何らか
の「問題がある」と回答した企業について、誤っているものはい
くつあるか。
１．人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所
は75.4％と前回より増えた。
２．問題点として多い回答は、「指導する人材が不足している」
（54.2％）、「人材育成を行う時間がない」（49.5％）、「人材
を育成しても辞めてしまう」（47.8％）。
３．正社員に対してＯＦＦ−ＪＴを実施した事業所は75.4％で前
回より増えた。
４．正社員以外に対してＯＦＦ−ＪＴを実施した事業所は38.6％
と前回よりも増えた。



平成29年度「能力開発基本調査」で「能力開
発の実績・見込み」についてのポイント。
正社員
１．正社員に対する過去３年間（平成26年度〜
平成28年度）のＯＦＦ−ＪＴに支出した 費用の
実績は、「増加した」とする企業は25.8%、
「増減なし」とする企業が24.0%である。
２．自己啓発支援に企業が支出した費用の実績
については、「増加した」とする企業は12.0%、
「増減なし」とする企業は13.9%である。
３．「今後３年間」の見込みと「過去３年間」
の実績を⽐較すると、ＯＦＦ−ＪＴ、自己啓発
支援ともに、今後３年間は「増加予定」とする
企業割合が高くなり、ＯＦＦ− ＪＴでは36.8%、
自己啓発支援では28.4%である。

正社員以外
１．正社員以外に対する「過去３年間」のＯＦＦ−
ＪＴに支出した費用の実績は、 「増加した」とする
企業は8.6%、「実績なし」とする企業が69.1%。
２．自己啓発支援に支出した費用の実績については、
「増加した」とする企業は3.8%、「実績なし」 と
する企業が81.0%である。
３．「今後３年間」の見込みと「過去３年間」の実
績を⽐較すると、ＯＦＦ−ＪＴ、自己啓発支援とも
に「増加予定」とする企業割合が高くなるが、正社
員と⽐べると低い水準にとどまっている。ＯＦＦ−
ＪＴでは19.9%、 自己啓発支援では15.9%



健康づくりのための睡眠指針
• 高齢になると若年期よりも睡眠時間が短くなるとされており、具体的には20歳代に⽐べて、65 歳 では必要な睡眠

時間が約 1 時間少なくなると考えられている。

• 就床時刻はあくまで目安であり、その日の眠気に応じて「眠くなってから寝床に就く」ことがスムーズな入眠への
近道とされる。

• 就寝時の足のむずむず感や熱感はレストレスレッグス症候群、睡眠中の手足のぴくつきは周期性四肢運動障害の可
能性があるとされる。

• 睡眠中の⻭ぎしりがある人は顎関節の異常や頭痛を持つことが多いことが示されている。

• うつ病の多くでは、寝つきが悪く、早朝に目が覚めたり、熟睡感がないなどの特徴的な不眠を示す。



「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン」によるテレワークの分類のうち、誤りはどれか。

１．在宅勤務
２．サテライトオフィス勤務
３．モバイル勤務
４．ノマドワーク



「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン」によるテレワークの分類のうち、誤りはどれか。

• 在宅勤務：労働者の自宅で業務を行う。通勤を要しないことから、事業場での勤務の場
合に通勤に要する時間を有効に活用できる。

• サテライトオフィス勤務：労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィス
を利用する。自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィスでの勤務
は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就
労可能な働き方である。

• モバイル勤務：ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務
を行う。労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、
働く場所を柔軟に運用することで、業務の効率化を図ることが可能な働き方である。

• ノマドワークは、ノートパソコン、スマートフォン、タブレット端末などを使い、Wi-Fi
環境のある喫茶店など、通常のオフィス以外のさまざまな場所で仕事をすることを指す
表現であり、モバイル勤務とほぼ同義だが、ガイドラインに記載されているテレワーク
の分類ではない。



心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き



労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針



労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針



平成29年度労働経済の分析



ジョブ・カード：ジョブ・カード作成支援WEB

• ジョブ・カード作成支援WEBは、「ジョブ・カード制度 総合サイト」上で
ジョブ・カードを作成することができる機能です。アプリをスマートフォンやパ
ソコンといった各種端末にインストールすることなく、手軽にジョブ・カードの
「作成」「編集」「ダウンロードによる保存」ができます。

• ExcelなどのMicrosoft Officeが導入されていないパソコンでもジョブ・カード
作成支援WEBを使って手軽に作成・編集することができます。

• また、ジョブ・カード作成支援WEBだけの独自機能として、入力した内容をエ
ントリーシート作成支援用シートとして出力することでき、ジョブ・カードを作
成することがそのままエントリーシートの作成につながるため、忙しい就職活動
に効率的に取り組むことができます。



ジョブ・カード情報 管理支援ソフトウェア

• ジョブ・カード情報 管理支援ソフトウェアを使って、従業員の
職業能力（資格）や面談記録などを効率的に管理しませんか！

• ジョブ・カード情報 管理支援ソフトウェアを使って、従業員が
作成したジョブ・カードの情報（職務経歴、所持資格や能力証
明など）を一元的に管理し、必要な情報を素早く検索すること
ができます！

• ジョブ・カード情報に加えて、従業員との面談記録なども簡単
に登録・編集することができます。

• 登録した面談記録はExcel様式に出力することができ、様式の
加工・編集も簡単にできます。





労働者派遣法：平成27年9月30日の改正から、３年が経過し、
１．特定派遣から一般派遣への切り替えが終了
２．派遣期間制限の考え方が重要になる



職業能力評価基準



職業能力評価基準を核とした人材育成システム

厚生労働省では、我が国の「職業能力評価制度」の中心をなす公的な職業能力の基準として「職業能力評価基準」を整備しています。
この職業能力評価基準を核とした人材育成システムとして、職業能力評価基準と連動するツールとして、「キャリアマップ」と「職
業能力評価シート」を整備しました。そしてそれらを活用した人材育成の仕組みづくりについて紹介した「導入･活用マニュアル」を
作成しましたのでぜひご活用ください。この人材育成システムの特徴は、各業種の汎用的な知識やスキルを網羅した上で、自社の業
務内容に応じた実践的な人材育成を行えることにあります。

キャリアマップ

キャリアマップとは、職業能力評価基準で設定されているレベル１?４をもとに、該当業種の代表的な職種における能力開発の標準的
な道筋を示したものです。
キャリアマップでは、 ［1］キャリアの道筋と［2］各レベルの習熟の目安となる標準年数が一目で分かるようになっています。
キャリアマップは、従業員に対してキャリア形成の道筋を示すことによって、将来のキャリアに関する目標意識を高め、その実現に
向けた具体的な行動を促すとともに、上司と部下との間のキャリア形成についてのコミュニケーションを活性化することで、効率
的・効果的な技術・技能の習得を実現すること、つまり企業における「人材育成」への活用を主たる目的としています。

職業能力評価シート
職業能力評価シートは、人材育成に有効な示唆を得ることができるチェック形式の評価シートです。

「自分の（または部下の）能力レベルはどの程度なのか」「次のレベルにいくには何が不足しているのか」を具体的に把握すること
ができ、定期的にチェックすることで習熟度を把握することができます。職業能力評価シートは、各レベルに求められる基準の全体
像を把握し、習熟度をチェックすることができる「評価シート（本体）」と「評価シート（本体）」の具体的な知識や能力を記載し
た「サブツール」の２つのシートにて構成されています。
「評価シート（本体）」は簡便にチェックできるよう基準の概要のみ記載しています。具体的に求められる知識や能力基準について
は、「サブツール」を参考としてください。
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